
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行責任者 加藤 誠 
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【８月３０日は、美世志会が懲戒解雇された日】 

 

 ２００２年１１月１日、浦和電車区（当時）で働く 

組合員を中心とする７名の仲間が、別の社員に 

対して退職を強要したという無実の罪で逮捕さ 

れる「えん罪・ＪＲ浦和電車区事件」が起きました。 

 

取り調べ時に「内側から壊せないから外側から 

介入する」と言われたことからも、ＪＲ総連･ＪＲ東 

労組への弾圧が目的であることは明らかです。 

７名は３４４日に及ぶ勾留期間になぞらえ「美世志会」として裁判をたたかいました。 

 

しかし、２００７年７月１７日の第６０回公判にて美世志会７名に「有罪」という不当

判決が出され、即日控訴しました。それにも関わらず、会社は判決が確定していない

中で２００７年８月３０日に「懲戒解雇」を発令したのです。 

 

無実の仲間に対し、労働者としての「死」を意味する懲戒解雇で生活を一変させ、

権力と一体となってＪＲ東労組の弾圧・職場活動の弱体化を狙った会社の横暴を、 

決して忘れてはなりません！ 


